京都京北小中学校
「学校生活について」見直しサイクルについて
本校では、以下の見直しサイクルで生徒が主体となった校則の見直しを進めております。
	10月
	生徒会本部役員選挙　後期学級委員選出

	11月
	来年度の「生活のきまり（1～4年）」「学校生活について（5～9年）」作成に向けて
1 生徒へ見直し方針を提示
2 生徒からの意見集約・討議（学級討議）
3 集約した意見について、生徒会執行委員会と教職員で「検討会」を実施
4 職員会議で見直し内容の確認
5 PTAや学校運営協議会の委員から意見聴取

	12月
	6 生徒総会で「審議・可決」

	1～3月
	PTAや学校運営協議会に向けて見直し内容の周知
教員で次年度に向けて「学校生活について」の確認

	4月
	職員会議、学校生活オリエンテーションで「生活のきまり」「学校生活について」確認・実施
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